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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

広告宣伝費と交際費等との区分 

≪内容≫ 

顧問先の会社において、広告宣伝のために、パンフレットを作ったり、小売店に看板、ボック

ス等を贈ることがありますが、このような費用が広告宣伝費に該当するのかそれとも交際費等

に該当するのかはどのような基準等で行うことになるのでしょうか。 

『答』 

  広告・宣伝に要する費用の交際費等と広告宣伝費との区分につきましては、措置法通達６１の

４（１）－９の規定において交際費等には該当しない等の区分に関しての例示がされていますの

で、これらが一般的に判断基準として使用されています。 

 

（解説） 

１ 租税特別措置法施行令第３７条の５第２項第３号の規定から、会社が通常支出する広告宣

伝費（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、その他チラシ等）は、当期の損金の額に算入されると考

えられます。つまり、措置法通達６１の４（１）－９の規定において「不特定多数の者に対す

る宣伝的効果を意図するもの」は、原則として広告宣伝費の性質を有するものとして損金算入

が認められていると捉えられます。 

２ しかし、これ以外の広告・宣伝に要する費用の交際費等と広告宣伝費との区分につきまし

ては措置法通達６１の４（１）－９の規定において次のようなものは交際費に含まれないもの

として例示がされています。 

（１）製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する

費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用 

（２）製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付する

ために要する費用 

（３）製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待す

ることをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその

招待のために要する費用 

（４）小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用 
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（５）一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用（これらの者に対する通常の茶菓

等の接待に要する費用を含む。） 

（６）得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用 

（７）製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基

づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対し

その謝礼として金品を交付するために通常要する費用 

（注）例えば、医薬品の製造業者（販売業者を含む。）における医師又は病院、化粧品の製造

業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、

飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業

者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらない。 

 

３ なお、温泉招待、観劇招待をすることも、不特定多数の者を前提とする場合は広告宣伝費

として取り扱われますが、得意先等特定の者に対する温泉、観劇の招待のための費用は、「交

際費等」に該当することになりますので注意が必要です。また、メーカーが特約店を温泉に招

待するための費用などは、明らかに、たとえ新製品の展示等のためであっても、一般に「交際

費等」として取り扱われることになります。 

  

※なお、税務のチェックポイントＱ＆Ａに関するご質問は受付しておりません。 

予めご了承ください。 
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